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徳
翁
良
高

の
嗣
法
に
つ
い
て

―

『
西
来
和
尚
蔵
跡
由
来
』

を
中
心
と
し
て
―

志

部

憲

一

は

じ

め

に

徳
翁
良
高
和
尚

(
一
六
四
九
～

一
七
〇
九
、
以
下

「徳
翁
」
と
略
す
)
は

江
戸
中
期
の
曹
洞
禅
者
で
、

月
舟
宗
胡

(
一
六
一
八
～
一
六
九
六
)
門
下

と
し
て
卍
山
道
白

(
一
六
三
六
～

一
七
一
五
)
と
並
び
称
さ
れ
た
人
で
あ

る
。
ま
た
徳
翁
は
復
古
論
者
で
あ
り
、
『
年
譜
』
に
は
当
時

の
依
院
易

師
の
幣

風
を
憂
慮
し
て
い
た
と
記
述
さ
れ
る
。
宗
統
復
古
運
動

の
成
就

(元
禄

一
六
年

.
一
七
〇
三
)
は
徳
翁
の
念
願
で
も
あ

っ
た
。

し
か
し
こ
の
運
動
成
就
の
前
に
徳
翁
自
身

の
嗣
法
が
問
題
と
さ
れ
、

月
舟
門
下
や
卍
山
関
係
者
か
ら
痛
烈
に
批
判
さ
れ
た
事
は
あ
ま
り
知
ら

れ

て

い

な

い
。
徳
翁
は
元
禄
四
年

(
一
六
九

一
)
に
加
賀
大
乗
寺

へ
晋

山
し
た
が
、
在
住
五
年

に
し
て
突
然
退
院
し
て
い
る
。
そ
の
退
院

の
背

景
に
徳
翁
の
嗣
法
問
題
が
あ

っ
た
。

従
来

徳
翁
の
大
乗
寺
退
院
理
由
を
黄
槃
清
規
の
実

践
と

す

る
見
方

(栗
山
泰
音

『嶽
山
史
論
』
明
治
四
四
年
刊
、
三
二
六
頁
)
が
あ

っ
た
。
そ
れ

は
徳
翁
が
参
学
時
代
黄
槃
宗
の
人
々
と
交
流
を
深
め
、
特

に
潮
音
道
海

二

六
二
八
～
一
六
九
五
)
に
長
年
師
事
し
た
事
等

に
基
づ
く

推
測

で
あ

っ
た
。

し
か
し
そ
の
後
の
資
料
発
掘
に
よ
り

『良
高
和
尚
退
院
実
録
』
(駒
大

図
書
館

一
一
四

・
四
l
W

一
五
三
、
以
下

『退
院
実
録
』
と
略
す
)
の
存
在
が

指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
資
料
は

「曹
洞
宗
全
書
刊
行
会
」
が
岸
沢
文
庫

・

大
乗
寺
等
よ
り
蒐
集
し
た
も
の
で
、
徳
翁
の
大
乗
寺
退
院
理
由
を
詳
述

し
て
い
る
。
最
近
の

『永
平
寺
史
』
(昭
和
五
七
年
刊
、
下
巻
、
七
五
七
頁
)

も
こ
の
資
料
に
よ
り
徳
翁
の
大
乗
寺
退
院
理
由
を

「
こ
の
退
院
は
徳
翁

の
嗣
法
観
に
重
大
な
過
失
が
あ

っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
」
と
指
摘
し
て

い
る
。

と
こ
ろ
で
徳
翁
の
大
乗
寺
退
院
の
消
息
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
こ
の

『
退
院
実
録
』
以
外

に

『
西
来
和
尚
蔵
跡
由
来
』
が
存
在
す
る
。

こ
の
徳
翁
の
大
乗
寺
退
院
の
消
息
を
伝
え
る

『退
院
実
録
』
と

『西

来
和
尚
蔵
跡
由
来
』
の
二
書
の
内
容
を
検
討

し
て
み
る
と
、
ま
ず

『
退
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二
二
八

院
実
録
』

は
月
舟
門
下
か
卍
山
関
係
者
に
よ
り
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
、

徳
翁
の
大
乗
寺
に
お
け
る
嗣
法
の
過
失
が
批
判
的
に
縷

々
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

ま
た
後
半
部
分

に
徳
翁
の
卍
山
宛
書
簡

(詫
び
状
)
等

が
付

属

さ
れ
る
。

一
方

『
西
来
和
尚
蔵
跡
由
来
』
は
徳
翁
の
大
乗
寺
退
院
以
後
の
消
息

が
主
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
所
蔵
寺
院
の
関
係
や
記
録
内
容
か
ら
し
て

徳
翁
関
係
者

に
よ
る
撰
述
と
推
測
さ
れ
る
。

既
に

『退
院
実
録
』
に
関
し
て
は
紙
幅
の
関

係

で
、
「徳
翁
の
大
乗

寺
退
院

の
背
景
」
1

『良
高
和
尚
退
院
実
録
』
の
翻
刻
ー

(『曹
洞
宗
宗
学

研
究
所
紀
要
』
第
七
号
、
平
成
五
年
刊
)
に
発
表
し
た
。
今
回
は

『
西
来
和

尚
蔵
跡
由
来
』
を
中
心
に
徳
翁
の
嗣
法
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ

う
〇

一

『
西
来
和

尚
蔵

跡

由
来
』

に

つ
い

て

現
在
駒
大
図
書
館
に
複
写
本
が
二
本
存
在
す
る
。

一
本
は
兵
庫
県
三

田
市
永
沢
寺
所
蔵
本

(駒
大
図
書
館

=

四

.
四
ー
W
一
五
〇
)、
も

う

一

本
は
岡
山
県
新
見
市
西
来
寺
所
蔵
本

(駒
大
図
書
館

=

五
1
p
一
九
四
)

で
あ
る
。

上
記

の
永
沢
寺
所
蔵
本
は
曹
洞
宗
全
書
刊
行
会
が
複
写
蒐
集
し
た
も

の
。
ま
た
西
来
寺
所
蔵
本
は
昭
和
三
八
年
に
有
木
還
山
氏
が
西
来
寺
蔵

本
を
筆
写
し
た
も
の
。
た
だ
本
文
は

一
頁
約
八
行
、

一
行

一
七
～
八
字

詰
で
九
頁

の
短
編
で
あ
る
。

こ
の

『
西
来
和
尚
蔵
跡
由
来
』
の
撰
者
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
本
文
中

に

「
昔
日
、
予
徳
寿
開
山
の
嫡
子
林
英
和
尚

に
依
随
し
て
、
再
三
委
く

聞
く
。
之
を
記
し
て
後
来

に
付
す
」
(原
漢
文
、
以
下
同
)
と
あ
る
。
徳

寿
開
山
は
月
舟
の
法
嗣
で
あ

っ
た
木
橋

澄

円

(?
～

一
七
三
一
)
で
あ

る
。
ま
た
林
英
和
尚
は
木
橋
の
法
嗣
と
さ
れ
る
が

『曹
洞
宗
全
書
』
大

系
譜
等
に
は
見
当
た
ら
な

い
。

ま
た
撰
者
の

「予
」
と
は
誰
で
あ
ろ
う
。
上
記
の
う
ち
西
来
寺
蔵
本

を
筆
写
し
た
有
木
氏
は
原
本

の
形
態
や
筆
録
者
等
に
つ
い
て
凡
例
風
に

解
説
し
て

い
る
が
、
「右
下
角

に
大
年
調
置
と
記
す

西
来
十

一
世
大

年
素
有
の
筆
跡
な
ら
ん
」
と
し
、
筆
録
者
を
西
来
寺

一
一
世
大
年
素
有

(生
没
年
不
詳
)
と
推
測
し
て

い
る
。
こ
の
大
年
は
徳
翁
良
高
-
黙
子
素

淵
i
大
年
素
有
と
続
く
法
系
上
に
属
し
、
徳

翁
の
孫
弟
子
で
あ
る
。

し
か
し
有
木
氏
は
西
来
寺
蔵
本
に
つ
い
て

「送
り
か
な
返
り
点
、
脱

字
挿
入
等

の
状
態
を
考
え
て
、
こ
れ
は
原
本
に
非
ず
、
原
本
よ
り
写
し

た
る
も

の
か
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
、
原
本
で
は
な

い
と
推
測
し
て
い

る
。

つ
ま
り
有
木
氏
の
推
測
に
従
え
ば
、
撰
者
の

「
予
」

は
筆
録
者
と

し
て
の
大
年
と
別
人
と
な
ろ
う
。

内
容
的
に
は
卍
山
関
係
者
の
撰
述
し
た

『
退
院
実
録
』
が

一
貫
し
て

痛
烈
な
徳
翁
批
判
を
な
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の

『西
来
和
尚
蔵

跡
由
来
』
に
徳
翁
批
判
は
な
く
、
逆
に
本
文
中
に

「鷹
峰

(
卍
山
)
西

来

(徳
翁
)
両
師
の
間
、
同
身
同
命
、
水
乳

よ
り
も
親
し
く
、
其

の
両

派

に
聯
る
遠
孫
、
之
を
知
ら
ず
ん
ぽ
あ
る
可

か
ら
ず
」
(尚

(

)
内
は
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二
二
九

筆
者
注
)
と
し
て
卍
山

・
徳
翁
両
派
の

一
致
を
念
願
し
て

い
る
点
に
特

色
が
あ

る
。

未
だ

『
西
来
和
尚
蔵
跡
由
来
』
の
撰
者
は
特
定
で
き
な
い
が
、
筆
写

系
統
や
内
容
か
ら
徳
翁
関
係
者
又
は
月
舟
門
下
の
中
間
的
立
場
の
人
が

撰
述
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

二

『
退

院
実

録
』

の
大
乗
寺

退

院
理

由

『
西
来
和
尚
蔵
跡
由
来
』
に
は
主
に
徳
翁
の
大
乗
寺
退
院
以

後

の
消

息
が
記

さ
れ
る
。
た
だ
不
明
確
な
が
ら
大
乗
寺
退
院
理
由
も
暗
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
の

『
西
来
和
尚
蔵
跡
由
来
』
を
検
討
す
る
前
に
、
簡
単
に

『
退
院
実
録
』
の
主
張
を
窺

っ
て
み
よ
う
。

『
退
院
実
録
』
で
は
徳
翁
の
嗣
法
に

つ
い
て
、
①
江
戸
吉
祥
寺
第

一

三
世
離
北
良
重

(?
～
一
六
八
三
)
の
法
、
②
下
総

正
泉
寺

(現
千
葉
県

我
孫
子
市
湖
北
台
)
の
法
、
③
京
都
禅
定
寺
月
舟

の
法
、
④
備
中
定
林
寺

(現
岡
山
県
高
梁
市
松
山
)
の
法
、
⑤
加
賀
大
乗
寺
卍
山
の
法

の
計

五

つ

の
法
脈
を
挙
げ
て
い
る
。
尚
②
④
⑤
は
晋
住
寺
院
で
あ
る
。
た
だ
し
②

④
は
無
住
寺
院
で
あ

っ
た
為
に
本
寺

へ
赴
き
取
次
ぎ

嗣
法

し

た
と
す

る
。徳

翁
が
嗣
法
し
た
時
期
は
元
禄

一
六
年

(
一
七
〇
三
)
の
宗
統
復
古
運

動
成
就
以
前
で
あ
り
、
当
時
の
嗣
法
に
関
す
る

「
法
度
」
(貞
享
三
年

・

一
六
八
六
)
は
伽
藍
法
中
心
で
あ

っ
た
。
た
と

え
ば
或
る
寺
院
に
住
職

す
る
場
合
、
其
の
寺
院
に
相
承
さ
れ
る
開
山
法
を
嗣
ぎ
、
他
の
寺
院

へ

移
転
す
る
場
合
は
、
元
の
寺
院

へ
法
脈
を
置

い
て
移
転
す
る
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
が

『
退
院
実
録
』
で
は
、
徳
翁
が
当
時

の
伽
藍
法
の
慣
習
や

「法
度
」
を
無
視

し

て
最
後
ま
で
五
人
の
法
脈
を
所
持
し
、
自
分
の
弟

子
の
親
疎
に
よ

っ
て
別
々
の
法
脈
を
授
与
し
た
り
、
更
に
当
時
の
住
職

地
で
あ

っ
た
加
賀
大
乗
寺

の
境
内
地
移
転

(元
禄
八
年

.
一
六
九
五
)
を

契
機
と
し
て
高
慢
と
な
り
、
大
乗
寺
の
法
系

を
了
奄
派
に
変
更
し
よ
う

と
し
た
事
等
が
痛
烈

に
批
判
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
事
柄
が

表
面
化
し
て
大
乗
寺
退
院
に
つ
な
が

っ
た
と
記
録
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
徳
翁
批
判
者
側
の
主
張
で
あ
る
。
果
た
し
て
後
世

復
古
者
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
徳
翁
に
恣
意
的
な
嗣
法
変
更
や
寺
院
の
開

山
法
変
更
の
意
思
が
あ

っ
た
で
あ

ろ
う

か
。
『
退
院
実
録
』
に
は
徳
翁

一
派
排
斥
が
明
記
さ
れ
、
権
力
闘
争
の

一
面
も
あ
る
。
今
後
も
う
少
し

批
判
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

別
な
資
料
を
検
討
す
る
に
大
乗
寺
退
院
を
徳
翁
の
み
の
過
失
で
は
な

く
、
「
愈
壬
」
「小
人
」
「随
徒
」
等
の
企
て
と
す
る
記
録

も
あ

る
。
い

く

つ
か
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

①

「
一
時
、
余
壬
の
為
に
欺
か
れ
、
殆
ど
井

に
陥

ん
と

す
」
(『西
来
徳

翁
高
禅
師
塔
銘
井
序
』)

②

「
二
月
朔
、
事

に
因
て

〔時
弊
院
に
随
て
嗣
を
易
ふ
。
師
之
に
働
ひ

肯
ぜ
ず
。
而
し
て
小
人
の
為

に
謀
ら
れ
て
、
殆
ど
将
に
好
穽
に
陥
ん
と

す
」
『
西
来
徳
翁
高
和
尚
年
譜
』
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二
三
〇

③

「
〔大
乗
寺
易
地
許
可
の
件
〕
高
和
尚
礼
謝

二
登
城
ア
リ
、

時

二
高

和
尚

ノ
随
徒
、
直

二
太
守
公

ヨ
リ
高
和
尚

へ
御
寄
附
ト
相
ヒ
心
差
ヒ
、

存
外

ノ
企
テ
ヲ
ナ
シ
、
山
主
へ
勧
発

セ
シ
ニ
ヨ
リ
、
ツ
ヒ
ニ
惜
イ
哉
退

院

二
及
ベ

ル
コ
ト
」
『大
乗
寺
護
法
明
鑑
』

上
記
の
①
②
は
徳
翁
門
下
の
記
録
で
あ
り
、
退
院
は
徳
翁
の
責
任
で

は
な
く

「
愈
壬
」
「小
人
」
等
の
企
て
と
明
言
し

て

い
る
。
ま
た

「随

徒

の
企
て
」
を
主
張
す
る
②
の

『大
乗
寺
護
法
明
鑑
』
は
、
明
和
三
年

(
一
七
六
六
)
に
逆
水
洞
流

(
一
六
八
四
i

一
七
六
六
)
が
益
堂
雲
甫

(?
～

一
七
一
五
)
の
大
乗
寺
旧
記
に
関
す
る
談
話
を
記
録
し

た
も

の
。
益
堂

は
卍
山

の
法
嗣
で
大
乗
寺
第
三
十

一
世
。
ま
た
逆
水
洞
流
も
卍
山
の
孫

弟
子
で
あ
り
、
卍
山
系
統
の
人
々
が
徳
翁
の
大
乗
寺
退
院
理
由
を

「随

徒
の
企
て
」
に
起
因
す
る
と
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

三

『
西
来

和
尚

蔵
跡

由
来

』

の
大

乗
寺

退

院
理

由

こ
の

『
西
来
和
尚
蔵
跡
由
来
』
の
前
半
部
分
に
徳
翁
の
大
乗
寺
退
院

理
由
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

「師
、
大
乗
に
進
山
、
未
だ

一
師

印
証
を
改

め
ざ
る
已
前
な
り
。
曽
て
槃
山
に
在
り
て
、
院
に
依
て
師
を

更
え
、

一
師
印
証
の
旨
を
失
う
洞
下
の
弊
を
諺
ぜ
ら
れ
。
固
よ
り
焉
を

愁
て
深
く
葱
憶
を
懐
く
。
因
て
香
を
月
舟
和
尚
に
告
ぐ
も
の
は
、
実
に

自
分
に
於

て

一
師
印
証

の
心
底
な
り
」
と
記
述
さ
れ
る
。

こ
の
記
述
を
窺
う
に
、
ま
ず
徳
翁
が
大
乗
寺
に
晋
山
し
た
時
点
は
未

だ
宗
統
復
古
運
動
成
就

(
一
七
〇
三
)
以
前

で
あ

り
、

伽
藍
法
が
慣
習

化
、
法
制
化

(
一
六
八
六
)
さ
れ
て
い
た
時
代

で
あ

っ
た
と
す
る
。

さ
ら
に
徳
翁
が
参
学
時
代
に
黄
槃
宗
の
人

々
か
ら
洞
門
の
依
院
易
師

(伽
藍
法
)
の
弊
風
を
非
難
さ
れ
、
深
く
こ
れ
を
恥
じ
て
い
た
事
が
記
さ

れ
る
。
そ
し
て
徳
翁
は

一
師
印
証

の
気
持
ち
で
嗣
承
香
を
月
舟
に
焚
い

た
と
理
解
出
来
る
。
以
上
が
前
半
部
分
の
要
点
で
あ
る
。

徳
翁
は
卍
山
の
後
席
を
継
い
で
、
大
乗
寺

に
晋
山
し
た
訳
で
あ
り
、

当
時
の
伽
藍
法
か
ら
言
え
ば
当
然
卍
山
に
嗣
法
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
徳
翁
は
卍
山
で
は
な
く
月
舟
の
嗣
法
を
望
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
こ
れ
は
当
時
の

「法
度
」
に
背

い
た
事

に
な
る
の
で
あ
る
。

上
記
の
記
述

の
少
し
後
に

「
時
の
弊
に
順
て
院
に
依
て
、
師
を
更
え

ざ
る
と
き
は
王
法
に
背
く
な
り
。
是
非
豊
に
鋒
の
如
く
に
起
こ
ら
ざ
ら

ん
や
」
と
記
述
さ
れ
る
の
は

「法
度
」
に
背

い
た
結
果
起
こ

っ
た
徳
翁

批
判
で
あ
ろ
う
。
以
上

『
西
来
和
尚
蔵
跡
由
来
』
で
は
徳
翁
の
大
乗
寺

退
院
を
卍
山
に
嗣
ぐ
べ
ぎ
を
月
舟
に
嗣
法
し
、
当
時
の
伽
藍
法
を
無
視

し
た
事
に
起
因
す
る
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
『退
院
実
録
』
の
方
で
は

「大
乗

へ
到
着
、
人
室
嗣
法
了

テ
乍
住
開
堂

シ
、
嗣
香
卍
和
尚

ノ
為

ニ
ス
ル
事
、
合
山
新
旧
ノ
大
衆

ハ

勿
論
随
喜

ノ
諸
師
見
聞
分
明
、
亦
法
語
諸
方

へ
伝

へ
、
禅
徒
知
識
明
白

ニ
テ
、古
今
ト
モ
一二

回
開
堂
嗣
香
某
和
尚

ノ
法
乳

二
酬
ト
云
ヒ
、後
亦

改
ル
人

ハ
唐
日
本
開
堂
嗣
香
始
テ
ヨ
リ
以
来

一
人

モ
ナ
シ
」
と
あ
り
、

徳
翁
は
大
乗
寺
晋
山
に
お
い
て
、

一
度
は
卍
山
に
嗣
承
香
を
焚
い
た
と

さ
れ
る
。
そ
の
後
嗣
法
変
更
を
し
た
と
非
難
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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徳
翁
良
高

の
嗣
法

に

つ
い
て

(志

部
)

二
一三

『
西
来

和
尚
蔵
跡
由
来
』
と

『退
院
実
録
』
共
に
徳
翁
が

卍
山

よ
り

の
嗣
法
を
拒
否
し
た
点
で
は

一
致
し
て
い
る
。
た
だ

『
退
院
実
録
』
で

は
卍
山
か
ら
月
舟

へ
の
嗣
法
変
更
で
は
な
く
、
了
庵
派
の
源
嶺
法

(前

述
の
備
中
定
林
寺
の
法
系
)
へ
の
変
更
を
表
明
し
、
さ
ら

に
大
乗
寺

の
境

内
地
移
転
を
契
機
と
し
て
、
大
乗
寺
を
了
庵
派
源
嶺
法
の
寺
院
に
変
え

よ
う
と
し
た
と
徹
底
的
に
非
難
さ
れ
て
い
る
。

結
局

『
西
来
和
尚
蔵
跡
由
来
』
で
は
卍
山
↓
月
舟
、

一
方

の

『
退
院

実
録
』
で
は
卍
山
↓
源
嶺

へ
の
嗣
法
変
更
を
徳
翁
が
念
願
し
た
と
理
解

で
き
る
。

た
だ
両
者
の
資
料
で
は
徳
翁
の
変
更
し
よ
う
と
し
た
師
が
異

な
り
、
大
乗
寺
退
院
理
由
も
矛
盾
し
た
ま
ま
に
な

っ
て
し
ま
う
。

お

わ

り

に

そ
こ
で
最
後
に
徳
翁
の
嗣
法
師
変
更

の
意
図
を
推
測
し
て
み
よ
う
。

既
に
紹
介

し
た
よ
う
に

『退
院
実
録
』

の
後
半
部
分
に
徳
翁
よ
り
卍
山

宛
書
簡
が
存
在
す
る
。
こ
の
書
簡
は
徳
翁
が
元
禄
九
年

(
一
六
九
六
)
二

月

一
日
の
大
乗
寺
退
院
の
朝
書

い
た
も
の
で
、
大
乗
寺
住
職
中
に
起
き

た
嗣
法
混
乱
に
つ
い
て
の
謝
罪
文
と
い
え
る
。

そ
の
中

で
徳
翁
は

「拙
僧
最
初
之
存
寄

ハ
何
と
ぞ
宗
門
法
系
之
儀
、

古
人
之
作
法
之
こ
登
く
、
無
理
成

に
も
成
候
様

二
と
存
候

一
念

ヨ
リ
を

古
り
候
…
…
(中
略
)…
…
乍
去
最
初
之

一
念

ハ
千
仏
万
祖
之
冥
荷
を
か

け
尊
前
を
欺
き
申
に
而

ハ
無
之
候

へ
共
、
拙
僧
不
覚
故
最
初

ヨ
リ
之
心

底
不
残
尊
前

へ
不
申
上
、
自
ら
法
を
軽
し
師
を
欺
く
大
罪
人
と
罷
成
候

事
千
錯
万
錯
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で

「宗
門
法
系
之
儀
、
古
人
之
作
法
之
こ
登
く
、
無
理
成
に
も

成
候
様

二
と
存
候

一
念

ヨ
リ
を
古
り
候
」

の
文
に
注
目
す
れ
ば
、
徳
翁

は
当
時
の
伽
藍
法
で
は
な
く
、
道
元
禅
師
の
主
張
さ
れ
る
よ
う
な
師
資

面
授

・
一
師
印
証
を
願

っ
た
と
想
像
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
乗

寺
晋
山
以
前
に
既
に
嗣
法
し
て
い
た
月
舟
を
指
し
て
い
る
と
想
像
さ
れ

る
。し

か
し
徳
翁
の
こ
の
主
張
は
伽
藍
法
を
明
確
に
定
め
た
貞
亭
三
年
の

「法
度
」
等
の
為
許
容

さ
れ
ず
、
既
に
触
れ
た

「余
壬
」
「小
人
」
「
随

徒
」
等
と
記
録
さ
れ
る
介
在
者
に
よ
り

「了
庵
派
の
源
嶺
和
尚
」

へ
の

嗣
法
と
い
っ
た
方
向
に
話
が
展
開
さ
れ
て
し
ま

っ
た
と
推
測
で
き
る
。

「源
嶺
和
尚
」
は
徳
翁
が
前
住
地
で
取
次
ぎ
嗣
法
し
た
人

で
、
徳
翁

の
三
〇
年
程
前

に
示
寂
し
た
と
さ
れ
る
。
勿
論
、
師
資
面
授

.
一
師
印

証
を
願

っ
た
徳
翁
の
嗣
法
観
に
反
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
点
や
は

り
徳
翁
の
最
初
の
願
い
は
月
舟
を
嗣
法
師
と
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
と
想

像
さ
れ
る
。

結
局
、
復
古
主
義
者
徳
翁
の
師
資
面
授

・
一
師
印
証
の
願
い
は
当
時

の
制
度
上
で
も
、
ま
た
心
情
的
に
も
許
容
さ
れ
ず
、
名
刹
大
乗
寺
を
取

り
巻
く
人
々
の
思
惑
に
翻
弄
さ
れ
て
、
大
乗
寺
退
院
を
余
儀
無
く
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

江
戸
期
、
徳
翁
、
嗣
法

(曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
幹
事
)
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